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（※１）表中の騒音・振動の基準は、行う建設作業の内容によって異なります。作業の種類について、詳しくは４～５ページを
ご覧ください。また、基準値は、特定建設作業を行う場所の敷地境界での値です。

（※２）適用除外欄の各項は次のとおりです。 
 　　　①災害その他非常事態発生により緊急に行う必要がある場合　②人の生命または身体の危険を防止するため必要がある場合

 　　　③鉄道、軌道上の正常な運行の確保のため必要がある場合

 　　　④道路法による道路占有許可（協議）または道路交通法による道路使用許可（協議）に条件が付された場合

 　　　⑤変電所の変更工事で作業従事者の生命または身体の安全確保のため必要がある場合
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